
 

６. 電気事業法・炉規法に係る溶接士・溶接施工法等の認証 
 

６.1 電気事業法に係る溶接士・溶接施工法等の認証 

電気事業法に係る発電設備関係の溶接士の技能認証及び溶接施工法等の認証業務は、原子力につ

いては「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈」、火力については「発電用火力

設備の技術基準の解釈」に基づいています。これを受けて，溶接士の技能認証及び溶接施工法等

の認証業務を行うものです。 

また，技術基準の解釈の規定によらない発電設備の溶接に係る材料，設計，施工方法，検査方法

等が，技術的に妥当か否かの評価・認定を行うものです。 

 

６.1.1 溶接士の技能認証 

（1）適用する法規，規格 

・発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈及び発電用火力設備の技術基準の解

釈 

・ＷＥＳ８２０７ ：発電設備用溶接士技能確認試験実施基準 

 

（2）溶接士の種類 

自動溶接機を用いない溶接士（手溶接士及び半自動溶接士で，総称して手溶接士）と，自動溶接

機を用いる自動溶接士に分類し，各々，下記に掲げる事項についてそれぞれの区分の組合せが異

なる毎に認証試験を行い，認証します。 

① 溶接方法 

② 試験材料及び溶接姿勢 

③ 溶接棒，溶加材（ウェルドインサートを含む）または心線 

 

（3）受験資格 

溶接施工工場に所属している者であること。 

自動溶接士については，１つの溶接方法による溶接について１年以上の経験を有している場合に

限ります。 

（注）溶接施工工場：必要な資源（人・設備・材料・資金）を整え，同一の責任者の元に同一の

品質管理体制で電気工作物の溶接を行う場所または建物を有する組織をいいます。溶接士

の技能及び溶接施工法の取得，維持に関する管理の最小単位の組織をいいます。 

 

（4）技能認証試験申請書類 

技能認証試験の受付は随時とし，ＷＥＳ８２０７に定めた技能認証申請書類を当協会本部事業部

の担当者宛に送付して下さい。 

 

（5）技能認証試験方法 

下記の項目に就いて，申請者の施工工場等において立会による確認を行います。立会は当協会の

評価員が認証試験の実施場所まで赴いて行うものとします。 

① 試験材料確認［記録確認］ 

② 開先確認［立会確認］ 

③ 溶接作業中確認［立会確認］ 

④ 機械試験等［立会確認］ 

 

（6）技能確認試験結果の評価 

技能認証試験終了後，申請者が纏めた報告書に基づき，当協会の認証委員会がＷＥＳ８２０７の

基準に基づき内容を審議します。合格と判断された場合は認証委員会より適格性証明書が発行さ

れます。 

合格証は本試験に当って申請された溶接施工工場単位とします。 

合格基準を満足しない場合は，その旨通知します。 
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（7）認証の有効期間 

① 手溶接士 

本試験に合格した場合，または６.1.1（8）に基づいて資格の更新を行った場合の有効期間は，

その認証された日または更新された日から２年間とします。 

ただし，資格を取得した溶接施工工場に在籍する限り有効とします。 

② 自動溶接士 

本試験に合格した日から 10 年間とします。 

ただし，資格を取得した溶接施工工場に在籍する限り有効とします。 

 

（8） 手溶接士の資格更新 

本試験に合格した手溶接士が，その合格した技能によって溶接した物が有効期間内に電気事業法

等に定められた検査に合格した場合，その資格を更新できます。 

資格更新条件を満足しない場合は，手溶接士の資格は失効します。その場合は新たに手溶接士の

技能認証試験を受験する必要があります。 

資格更新を希望する場合は，ＷＥＳ８２０７に定めた資格更新申請書類を当協会本部事業部の担

当者宛に送付して下さい。 

 

６.1.2 溶接施工法の認証 

（1） 適用する法規，規格 

・発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈及び発電用火力設備の技術基準の解

釈 

・ＷＥＳ８２１７ ：発電設備用溶接施工法確認試験実施基準 

 

（2） 溶接施工法の区分 

溶接施工法は溶接施工工場毎に，ＷＥＳ８２１７に定めた溶接施工法の区分ごとに確認試験を行

い，認証します。 

 

（3） 認証試験申請書類 

溶接施工法認証試験の受付は随時とし，ＷＥＳ８２１７に定めた溶接施工法認証試験申請書類を

当協会本部事業部の担当者宛に送付して下さい。 

 

（4）溶接施工法認証試験方法 

下記の項目に就いて，申請者の施工工場等において立会による確認を行います。立会は当協会の

評価員が認証試験の実施場所まで赴いて行うものとします。 

① 試験材料確認 ［記録確認］ 

② 開先確認 ［立会確認］ 

③ 溶接作業中確認 ［立会確認］ 

④ 機械試験等 ［立会確認］ 

 

（5）溶接施工法認証試験結果の評価 

施工法認証試験終了後，申請者が纏めた報告書に基づき，当協会の認証委員会がＷＥＳ８２17

の基準に基づき内容を審議します。合格と判断された場合は認証委員会より合格証が発行されま

す。 

合格証は本試験に当って申請された溶接施工工場単位とします。 

合格基準を満足しない場合は，その旨通知します。 

 

６.1.3 新技術の認定 

（1）適用する法規，規格 

・発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈及び発電用火力設備の技術基準の解釈 

・発電設備用溶接新技術認定要領 
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（2）認定申請 

新技術認定の受付は随時とし，発電設備用溶接新技術認定要領に定めた新技術認定申請書類を当

協会本部事業部の担当者宛に送付して下さい。 

 

（3）認定試験方法 

申請者より提出された認定試験要領（案）を当協会にて審査・承認の上，申請者の施工工場等に

おいて立会による確認を行います。 

立会は当協会の新技術認定に係る委員が立会場所まで赴いて行うものとします。 

 

（4）審査及び認定 

立会による確認等が終了後，申請者により纏められた報告書に基づき，当協会の認証委員会が発

電設備用溶接新技術認定要領に基づき内容を審議します。 

合格と判断された場合は認証委員会より認定証が発行されます。 

合格基準を満足しない場合は，その旨通知します。 

 

（注）「新技術」とは，下記の①，②を総称したものをいいます。 

① 技術基準に規定されている電気工作物の溶接を行うときに，発電用原子力設備に関す

る技術基準を定める省令の解釈（平成 20･10･16 原院第 3 号）または発電用火力設

備の技術基準の解釈の一部改正について（平成 19･08･10 原院第 3 号）の規定によ

らない発電設備の溶接に係る材料，設計，施工方法，検査方法等が，「発電用原子力設

備に関する技術基準を定める省令」（昭和 40 年通商産業省令第 62 号）または「発電

用火力設備に関する技術基準を定める省令」（平成 9 年通商産業省令第 51 号）に定め

る要件に照らし，技術的妥当性を有しているかどうかの評価・認定 

② 上記以外の発電設備用溶接に関する新技術の信頼性評価・認定 

 

 

６.2 炉規法に係る溶接士・溶接施行法等の認証 

炉規法（核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律）に係る溶接士技能及び施行法

の確認業務は、以下に基づいて行います。 

・試験研究の用に供する原子炉等の施設（試験研究炉） 

 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 28 条の 2  

 科学技術庁 原子力安全局長通知 

    （平成１２年１２月２７日付け１２安局第２１１号） 

・加工施設及び再処理施設（再処理） 

 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 16 条の 4 及び第 46 条の 2 

 科学技術庁原子力安全局長通知 

    （平成 12 年 12 月 27 日付け 12 安局第 212 号） 

・研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設（発電用） 

 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 28 条の 2  

 経済産業省原子力安全・保安院内規 

    （平成 16 年 7 月 29 日 付け平成 16・07・09 原院第 2 号） 

・使用済燃料貯蔵施設（キャスク） 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 10 第 2 項 

 使用済燃料貯蔵施設の溶接の方法の認可について（内規） 

    （平成 21 年 3 月 27 日付け平成 21･02･26 原院第 9 号） 

 

６.2.1 手溶接による溶接を行う者の技能認証 

（1）適用する法規，規格 

・加工施設及び再処理施設の溶接の方法の認可について 

・試験研究の用に供する原子炉等の溶接の方法の認可について 

（以上，総称して［通知］といいます） 
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（2）手溶接による溶接を行う者の種類 

自動溶接機を用いない手溶接による溶接を行う者（手溶接による溶接を行う者及び半自動溶接に

よる溶接を行う者で，総称して手溶接による溶接を行う者）で，下記に掲げる事項についてそれ

ぞれの区分の組合せが異なる毎に確認試験を行い，認証します。 

① 溶接方法 

② 試験材料及び溶接姿勢 

③ 溶接棒，溶加材（ウェルドインサートを含む）または心線 

 

（3）受験資格 

溶接施行工場に所属している者であること。 

（注）溶接施行工場：必要な資源（人・設備・材料・資金）を整え，同一の責任者の元に同一の

品質管理体制で電気工作物の溶接を行う場所または建物を有する組織をいいます。手溶接

による溶接を行う者の技能及び溶接施行法の取得，維持に関する管理の最小単位の組織を

いいます。 

 

（4）技能認証申請書類 

技能確認試験の受付は随時とし，［通知］に基づいた実施基準に定めた技能認証申請書類を当協

会本部事業部の担当者宛に送付して下さい。 

 

（5）技能確認試験方法 

下記の項目に就いて，申請者の施行工場等において立会による確認を行います。立会は当協会の

評価員が確認試験の実施場所まで赴いて行うものとします。 

① 試験材料確認 ［記録確認］ 

② 開先確認 ［立会確認］ 

③ 溶接作業中確認 ［立会確認］ 

④ 機械試験等 ［立会確認］ 

 

（6）技能確認試験結果の評価 

技能確認試験終了後，申請者が纏めた報告書に基づき，当協会の認証委員会が［通知］に基づい

た実施基準に基づき内容を審議します。合格と判断された場合は認証委員会より合格証が発行さ

れます。合格証は本試験に当って申請された溶接施行工場単位とします。 

合格基準を満足しない場合は，その旨通知します。 

 

（7）認証の有効期間 

本試験に合格した場合，または６.2.1(8)に基づいて資格の更新を行った場合の有効期間は，そ

の認証された日または更新された日から 2 年間とします。 

ただし，資格を取得した溶接施行工場に在籍する限り有効とします。 

 

６.2.2 溶接施行法の認証 

（1）適用する法規，規格 

・加工施設及び再処理施設の溶接の方法の認可について 

・試験研究の用に供する原子炉等の溶接の方法の認可について 

（以上，総称して［通知］という） 

 

（2）溶接施行法の区分 

溶接施行法は溶接施行工場毎に，［通知］に基づいた実施基準に定めた溶接施行法の区分ごとに

確認試験を行い，認証します。 

 

（3）確認試験申請書類 

溶接施行法確認試験の受付は随時とし，［通知］に基づいた実施基準に定めた溶接施行法確認試

験申請書類を当協会本部事業部の担当者宛に送付して下さい。 
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（4）溶接施行法確認試験方法 

下記の項目に就いて，申請者の施行工場等において立会による確認を行います。立会は当協会の

評価員が確認試験の実施場所まで赴いて行うものとします。 

① 試験材料確認 ［記録確認］ 

② 開先確認 ［立会確認］ 

③ 溶接作業中確認 ［立会確認］ 

④ 機械試験等 ［立会確認］ 

 

（5）溶接施行法確認試験結果の評価 

技能確認試験終了後，申請者が纏めた報告書に基づき，当協会の認証委員会が［通知］に基づい

た実施基準に基づき内容を審議します。合格と判断された場合は認証委員会より合格証が発行さ

れます。合格証は本試験に当って申請された溶接施行工場単位とします。 

合格基準を満足しない場合は，その旨通知します。 

 

６.2.3 新技術の認定 

（1）適用する法規，規格 

・加工施設及び再処理施設の溶接の方法の認可について 

・試験研究の用に供する原子炉等の溶接の方法の認可について 

（以上を総称して［通知］といいます。） 

・炉規法用溶接新技術認定要領 

 

（2）認定申請 

新技術認定の受付は随時とし，炉規法用溶接新技術認定要領に定めた新技術認定申請書類を当協

会本部事業部の担当者宛に送付して下さい。 

 

（3）認定試験方法 

申請者より提出された認定試験要領（案）を当協会にて審査・承認の上，申請者の施工工場等に

おいて立会による確認を行います。 

立会は当協会の新技術認定に係る委員が立会場所まで赴いて行うものとします。 

 

（4）審査及び認定 

立会による確認等が終了後，申請者により纏められた報告書に基づき，当協会の認証委員会が炉

規法用溶接新技術認定要領に基づき内容を審議します。 

合格と判断された場合は認証委員会より認定証が発行されます。 

合格基準を満足しない場合は，その旨通知します。 

 

（注）「新技術」とは，下記の①，②を総称したものをいいます。 

① 加工施設，再処理施設及び試験研究の用に供する原子炉等の溶接を行うときに，これ

ら設備の溶接に係わる［通知］（平成 12 年 12 月 27 日付，12 安局第 211 号及び第

212 号）の規定によらない材料，設計，施行方法，検査方法等が［通知］に定める要

件に照らし，技術的妥当性を有しているかどうかの評価・認定 

② 上記以外の加工施設，再処理施設及び試験研究の用に供する原子炉等の溶接に関する

新技術の信頼性評価・認定 
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